
 

 

 

           ２０１３年 第３２号       発行 橋本 和子 

            

           

           市民相談はお気軽に 公明党控室 ４３６－３０３２

「笑顔で・誠実・迅速に」をモットーに、 

「笑顔の庶民派ＮＯ．１」を目指し、 

「現場を歩き」「対話に動く」皆様との 

ひざ詰めの対話を行ってまいります。  

平成２５年第１回定例議会の報告をさせていただきます。 

         

 

 

 

 



老朽化や耐震診断の結果、公民館の建て替えなど多くの施設が建設されます。 

 

１．認証保育所   定員 160名   

２．児童発達支援センター 

   「さざんか学園」の移転建替えに伴い、

身体・知的・精神の３障害に対応し、児童発達支援（通園）・

相談支援・保育所等訪問支援を実施する児童発達支援センターを整備。定員は 80 名

（知的障害児 60人・肢体不自由児 20人）  

３．生活介護事業所 

   現在の身体障害者福祉作業所「太陽」の定員に余裕がなく、新規利用者の受入が困難な

ため、新たな受け入れ先となる、重度の身体障害者のための通所による生活介護事業所

を整備。  定員は 50名   

４．母子生活支援施設 

   「夏見母子ホーム」の移転建替えに伴い、ショートステイ（一時預かり）施設、緊急一時保護

施設（２室）を併設した、新たな母子生活支援施設を整備。   定員は２０世帯  

５．（仮称）防災備蓄センター 

   市の防災備蓄機能を強化するため、防災備蓄倉庫を整備。 

   災害時に救援物資の集積拠点としても活用する。 

６．多目的運動広場（非常時活動拠点） 

   平常時は多目的運動広場（サッカー・軟式野球等に対応）として、災害時は、他県からの

緊急消防援助隊の活動拠点として機能する広場の整備。 

７．テニスコート  市立船橋高校のテニスコートを整備し、使用時以外は一般開放。 



 

 保健所・中央保健センター・地域活動支援センター・夜間休日急病診療所・休日急患歯科

診療所・中部包括支援センター・家庭児童相談室・こども発達相談センターが整備されます 

 

 
 

回復期から維持期に至るリハビリテーションが継続的に提供される地域リハビリテーション体 

制が構築されます。（飯山満２丁目） 

  

Ｈ．２５年８月より現行制度を拡大し、中学生の通院医療費

についても、助成されます。 

（自己負担金が２００円から３００円になります。） 

 

 
Ｈ．２５年６月１日オープン予定。 １５歳から３９歳までの、就労の意欲が低下している若者、い

わゆるニートに対する支援事業で、国から事業を受託し、職業的自立を支援します。 

ニート支援の経験豊富な、統括コーディネーターや臨床心理士、

キャリア形成支援員が、これまでの生活状況や就労意欲、将来

の希望などを聞き、支援プログラムへ導きます。保護者からの

相談も受けつけます。 

 

 

 

市内に倒壊の恐れのある危険なブロック塀等を所有し市税を滞納していない方が撤去すると

きの費用の一部が助成されます。 

 



一般質問では、以下の点を質問しました。 

1. 幼稚園・保育園等に行っていない 4〜5歳児の把握について 

2. 教育について（副市長・教育委員長にも伺う） 

(1)いじめ・体罰・不登校等教育にかかわる課題 

(2)教育委員会のあり方 

3. 公立図書館における電子書籍の導入について 

 

まったく学校に行っていない、児童生徒がいます。この子たちの状況は、各学校

では把握しているとのことですが、私は、教育とは、「親は子に教育を受けさせる

義務があり、子は、教育を受ける権利がある」ということを前提に、現状を考えて

いかないと大変なことになってしまうと考えています。義務教育だから学校へ行

かなくても、卒業はできるかもしれませんが、義務教育が終了した後どうなります

か。次の学校に進むにしても、働くにしても、基本となる読み書きそろばんではあ

りませんが、きちんと教育を受けていないと、次に進むのにつまずいてしまい、そ

の子がかわいそうです。また、引きこもりや、ニートの原因ともなりかねません。 

小さいうちから、子どもの目線に立って物事を考える必要があると

考え質問をしました。 

はしもと 和子 ０９０－５５７４－９０７９ 

   ホームページ （ブログ）ｈａｓｈｉｍｏｔｏ－ｋａｚｕｋｏ．ｊｐ 

ご意見・ご感想をお寄せください。 


